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令和７年３月栃木市教育委員会定例会会議録 

 

 令和７年３月栃木市教育委員会定例会を、令和７年３月２８日栃木市役所に招集した。 

 

１ 本委員会の出席者は、次のとおり 

  青木 千津子教育長  後藤 正人職務代理  福島 鉄典委員  西脇 はるみ委員 

大塚 裕子委員  舘野 知美委員  林 慶仁委員 

 

２ 本委員会の欠席委員は、無し 

 

３ 本委員会に出席を求められた職員は、次のとおり 

教 育 次 長        佐 藤 義 美 

教 育 総 務 課 長        渡 辺 智 恵 子 

学 校 教 育 課 長        堀 江 真 哉 

グローバル教育推進室長        小 林 伸 彦 

生 涯 学 習 課 長        小 林 博 己 

美 術 ・ 文 学 館 課 長        大 阿 久 剛 

 

４ 本委員会の署名委員は、次のとおり 

  大塚 裕子委員 
 

５ 本委員会の書記は、次のとおり 

教育総務課 石川 佳代 

 

６ 本委員会の会議案件は、次のとおり 

 

日程第１ 会議録の承認 

 

日程第２ 教育長報告 

 

日程第３ 議事 

 

議案第５号  小規模特認校制度の適用方針について 

 

日程第４ その他 
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《会 議》 

教 育 長   ― 午前９時３０分定例会の開会を宣し、出席委員、出席を求められた職員、署

名委員、書記及び会議案件を報告する。 ― 

教 育 長 日程第１ 会議録の承認についてでございます。２月定例教育委員会及び３月臨

時教育委員会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆様に配付したとおり

でございます。ご質問ご意見等はございますでしょうか。 

― なしの声 ― 

教 育 長   それでは、２月定例会については福島委員に、３月臨時会については西脇委員に、

会議録への署名をお願いいたします。 

教 育 長   次に、日程第２ 教育長報告でございます。 

― 国際ソロプチミスト栃木 中学生のための教育フォーラムについて報告 ― 

・第一部 基調講演 あなたにも世界を変える力がある～SDGｓはみんなの問題～ 

  講師 高瀬 香絵氏 

・第二部 ワークショップ 

◇心に残ったこと 

市内各学校の子どもたちが参加していたが、お互いに初めて会ったとは思えな

いほど活発に意見交換しており、発表も質の高いもので、これほど、子どもたち

が同じテーマに向かって自分たちの意見を交換し合えるということにとても感

動した。 

教 育 長 私からの報告は以上でございます。ご質問等ございましたらお願いします。 

― 質問なし ― 

教 育 長 次に、日程第３ 議事に入ります。議案第５号 小規模特認校制度の適用方針に

ついて、を議題といたします。教育総務課長より説明をお願いします。 

教育総務課長 〔説明要旨〕 

国府南小学校への小規模特認校制度の適用については、毎年評価を実施すること

としているため、同校の令和６年度の取組を評価し、令和８年度の小規模特認校

制度の適用方針について、議決を求める旨説明。 

教 育 長 議案第５号につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

福 島 委 員      １点目は、学区外から通っている子どもたちがなぜこの国府南小を選んだのかと 

         という理由をお聞きします。２点目は、活動実績を見ると、大宮南小と同じよう

に 3 年に一度の見直しでもいいのではないかと感じるのですが、毎年の見直しと

しているのはなぜかをお聞きします。個人的には、中心になって活動している方

たちも、毎年見直しという強いプレッシャーの中で活動するよりも、3 年間はそ

の制度を維持するという安心感の元で活動した方がいいのではないかと感じます

が、いかがでしょうか。 

教育総務課長    １点目については、やはり国府南小学校の取組みを見て、このような取組みをし

ている学校に通わせたいという保護者の意向と、大きい学校よりも一人ひとりの

関係性が密である小規模の学校に通いたいというお子さん自身の希望もあり選ん

でいると聞いています。次に、3 年ごとの見直しについてですが、制度活用の効

果の検証として複式学級の解消があります。大宮南小は複式学級が解消されてお

りますが、国府南小はまだ解消されていないため、毎年の見直しとしております。 

福 島 委 員   複式学級が解消されるまでは、毎年見直しを続けていくということでしょうか。 

教育総務課長   そのように考えております。 

福 島 委 員   了解しました。 
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教   育   長   それでは、議案第５号について、原案のとおり決定することとしてよろしいでし

ょうか。 

― 異議なしの声 ― 

教   育   長   異議なきものと認め、議案第５号について可決いたします。 

次に、日程第４その他に入ります。まず、令和７年３月議会における教育委員会

に関する一般質問の答弁概要について、教育次長より説明をお願いします。 

教 育 次 長   ― 令和７年３月議会における教育委員会に関する一般質問の答弁概要について

の資料に基づき説明 ― 

教 育 長 ご質問等ございましたらお願いいたします。 

大 塚 委 員   校長先生とお話する機会があって、部活動の話になったのですが、例えば、バス

ケットをやりたくて他の地域からその中学に来ていたり、ハンドボールをやりた

くて別の地域の学校に行っている方もいますが、校長先生が行事のあいさつなど

で、郷土愛とか、地域愛の話をした時に、そのような子どもたちの保護者の方は、

どういう思いで聞いてるんだろうという話になりました。すぐには無理だと思う

のですが、いずれは、部活のためだけに転校するのではなくて、自分の地域の中

学校に通いながら、部活の時だけ保護者が送るとか、バスを出すなどの方法で、

部活だけ別の学校でできるようになればいいなという話をしました。いずれ、そ

のようになるでしょうか。 

教 育 次 長  そのようなご意見は、何人かの方からいただいております。現状としましては、

指定校変更という形で、本来はこの中学校だが、部活動のために違う中学校に行

くということで、変更申請をしていただいております。今後は、拠点校方式で、

部活動のときだけその学校に行けるということも検討していきますが、地域によ

っては、なかなか通うのが大変だというようなところもあります。部活動の地域

移行は、学校を越えて、クラブチームなどに、それぞれの希望に応じて対応して

いただこうということで進めているものであります。後々は、競技性を求めるの

ではなく、趣味としてやりたいという子どもたちが、活動できる機会を設けてい

かないといけないなと思っておりますので、そういったものは、公民館の講座な

どで対応できるようなことも検討していきたいと思っています。あるいは、スポ

ーツ協会の練習に合わせて、そこに子どもたちに入っていただくということも検

討しているところです。将来を見据えて、指定校の変更ということではなく対応

できるような方法を検討していきたいと思います。 

西 脇 委 員      食物アレルギーの 12品目とは、何でしょうか。 

教 育 次 長     手元に資料がないので、次回、回答いたします。 

教   育   長    他にご質問等ありましたらお願いします。 

          ―  なし ― 

教   育   長       次に、運動会の参観について、学校教育課長より説明願います。 

学校教育課長    ― 令和７年度 小中学校運動会・体育祭開催予定の一覧に基づき説明 ― 

教   育   長    ご質問等ありましたらお願いします。 

          ―  なし ― 

教   育   長       次に、令和７年度 年度始めの会について、学校教育課長より説明願います。 

          ― 令和７年度 年度始めの会通知に基づき説明 ― 

教   育   長    ご質問等ありましたらお願いします。 

          ―  なし ― 

教   育   長    次に、令和７年度美術館・文学館展覧会スケジュール 及び 美術館企画展「大
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広重展」の開催について、美術・文学館課長より説明願います。 

美術・文学館課長 ― 令和７年度美術館・文学館展覧会スケジュール 及び 美術館企画展「大広

重展」の資料に基づき説明 ― 

教 育 長 ご質問等ございましたらお願いいたします。 

林 委 員   この説明の内容のことではないのですが、先日、美術館に行ったところ、すごく

間近で見られた作品があってよかったのですが、物によってはガラスが張ってあ

って、触れないようになっているものと、直接、空気に触れるような状態で、手

で触れられるくらい近くで見られるものがありました。この基準は何なのか、ま

た、監視する方が座っていますが、万が一、いたずらされるようなことはないの

か、質問させていただきます。２つ目ですが、美術館の友の会がありますかと聞

いたところ、ないと言われました。県立美術館などは友の会があります。これだ

け、詩人あるいは芸術家の人たちがいるのですから、できれば友の会を作ってい

ただいて、私は、館林美術館の友の会に入っていますが、年に１回、美術館巡り

や音楽会があり、栃木市でもそんなものがあればいいなと思います。これは、要

望ということでお願いします。 

美術・文学館課長      １点目の、ガラスが入っているものと入ってないものについてですが、ガラスが

入っていれば当然作品の保護はできるのですが、光の反射などで見えにくくなり

ます。これは、所蔵館の考え方によりますが、作品保護を優先するか、作品の見

やすさを優先するかによって違ってきます。栃木市立美術館は、作品をそのまま

借りてきますので、ガラスが入っているものと入っていないものとが混在する形

で展示されているという状況です。ガラスが入っていないものについては、直接

触れられる恐れがあるので、結界を張って近づけないようにして、かつ、観覧者

が近付きすぎた場合は展示監視員がお声がけをさせていただいております。２点

目の友の会については、当然美術館の開館の際には、友の会の話もありましたが、

県立美術館をはじめ、近隣では、正直かなり運営が厳しいという話を聞いていま

す。例えば、年会費 3,000円で 1年間美術館を見放題でも、実際には、友の会が

美術館にお金を払っています。一度 3,000円を集めただけでは、運営が厳しいよ

うです。また、企業の賛助会員を募ったり、売店を担ったりしている友の会もあ

るようですが、いずれにしても、運営は非常に厳しいという話を聞いていました

ので、栃木市で作ることは難しいということになりました。代わりに、年間パス

ポートを作りまして、パスポートをご購入いただければ、いつでも何回でも見ら

れますという形でやらせていただいているところです。金額は、美術館が 3,000

円で、文学館が 600円です。 

林 委 員    わかりました。ありがとうございました。 

教   育   長   他にいかがでしょうか。 

後 藤 委 員   テレビの影響が非常に大きいということを感じています。去年までは、「光る君

へ」を扱った美術館の集客が相当増えています。今回、「べらぼう」ということ

で浮世絵がかなり出てきていますよね。さきほどの説明の中では、べらぼうの話

もされてたのですが、資料の中には、「NHK の大河ドラマ べらぼう」についての

文言がないんですね。やはり、その名前があるかどうかは、非常に大きいと思い

ます。私の大学でも、昨年、光る君への専門的な先生の講演を教育センターで開

催したのですが、座る場所がないくらい大勢の方が来ました。何か、これ以外の

パンフレットの中にはあるのかもしれませんが、大河ドラマの流れにうまく乗っ

ていくのも一つの戦術としていいのかなというのを感じたので、これは私の感想、

要望としてお聞き願いたいと思います。 

美術・文学館課長   NHK大河ドラマの名前を PRに使うにあたっては、NHKの許可が必要なのかもしれ

ませんが、栃木市は歌麿で関連も深いので、活用させていただけるのであれば、
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ホームページなどで関連付けられないか、考えていきたいと思います。 

教   育   長   他にいかがでしょうか。 

          ―  なし ― 

教   育   長   続きまして、これまでの定例会で審議いただきました計画の策定に関しまして、

２点報告がございます。まず１点目は、公立学校情報機器整備事業に係る各種計

画の策定について、です。グローバル教育推進室長より報告願います。 

グローバル教育推進室長   〔報告要旨〕 

公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定について、1 月定例教育委員会時 

から、端末整備更新計画の端末の整備更新の考え方および処分方法において追記 

を行ったこと、また、本計画については 3 月定例教育委員会終了後に市ホームペ 

ージにて公表する旨報告。 

教   育   長   ご質問等ありましたらお願いします。 

         ―  なし ― 

教   育   長      では、報告の２つ目です。栃木市読書活動推進計画の策定につきまして、生涯学

習課長より報告願います。 

生涯学習課長   〔報告要旨〕 

栃木市読書活動推進計画について、11 月の定例教育委員会の中での審議後、パブ

リックコメントを実施したが意見等はなく、数字の精査及び文言を整理し完成し

た旨報告。 

教   育   長     ご質問等ありましたらお願いします。 

          ―  なし ― 

教   育   長      最後に、令和７年４月１日付け人事異動について、教育総務課長より説明をお願 

いします。 

教育総務課長 ― 令和７年度の教育委員会事務局職員の人事異動について説明 ― 

教 育 長 ありがとうございました。以上で、本日の案件はすべて終了いたしました。委員

の皆様から何かございますか。 

― なし ― 

教 育 長      ありがとうございました。それでは、これをもちまして、本日の定例教育委員会 

を閉会といたします。 

 

 

―― 午前１０時５７分委員会の閉会を宣言した。―― 

 

令和７年３月２８日 

 

 

教 育 長 

 

 

署名委員 


